
令和４年６月２７日 

会員各位 

北海道行政書士会         

総務部長 野口哲郎        

情報管理委員会委員長 本木 茂秋 

 

行政書士電子証明書Ｇ－ＩＤ補助金支給申請手続きのご案内 

 

 会員各位におかれましては、日頃より北海道行政書士会の会務運営にご協力頂きまして

誠にありがとうございます。 

昨年度に引き続き、今年度も、行政書士電子証明書Ｇ－ＩＤ（以下「Ｇ－ＩＤ」）を取得

された会員に対し、一律５，０００円の補助金を支給することと致しました。対象者は、

下記の必要事項をご確認の上、別紙申請書により手続きを行ってください。なお、今年度

の支給予定人数は、新入会員２０名、既存会員２０名の合計４０名までとさせて頂きます。 

また、過年度にＧ－ＩＤ補助金の支給を受けたことがある会員で、①「事務所の移転等

やむを得ない事情による再申請」、②「有効期間満了に伴う再申請」につきましても、申込

期間終了時点で、支給予定人数の４０名に達していない場合、支給することとします。な

お、この場合も申込期間は下記の期間と同様とします。 

★再申請については①のケースを優先して支給し、それでもなお、４０名に達しない場

合に②のケースに支給します。応募が４０名を超えた場合には、再申請の方は抽選とさせ

ていただきます。 

Ｇ－ＩＤは、電子定款作成及び自動車保有関係手続のワンストップサービス（ＯＳＳ）

の業務には必須となるツールです。今後の政府の行政手続きデジタル化政策の状況が不透

明ではありますが、手始めに上記業務にお役立ていただきますようお願い申し上げます。 

記 

 

今 年 度 の 対 象 者 令和４年３月１日（火）～令和５年２月２８日（火）までに 

取得された会員 

今年度の申込期間  令和４年８月１日（月）～令和５年３月１日（水）まで 

支 給 予 定 日 申請後およそ１ヶ月以内 

          ★再申請者は、申込期間終了後およそ 1 ヶ月以内 

必 要 書 類 ① 別紙、「電子証明書Ｇ－ＩＤ補助金支給申請書」  １部 

          ② 必要事項を記載したＧ－ＩＤ利用申込書のコピー １部 

          ③ 利用料金を振込んだ際の「振込控え」のコピー  １部 

 

上記必要書類を、申込み期間内に下記送付先まで郵送等により提出してください。 

申請書送付先       〒０６０－０００１ 

札幌市中央区北１条西１０丁目１番６ 
北海道行政書士会館 

北海道行政書士会 事務局 宛 

以上 



Ｇ－ＩＤの申し込み手順 

 

Ｇ－ＩＤを導入される会員の皆様及び新入会員の皆様は、下記の手順を参考に申し込

みを行ってください。なお、詳細は、セコムトラストシステムズ株式会社のウェブペー

ジ内の行政書士電子証明書お申込みの専用ページをご覧ください。 

 

行政書士電子証明書のお申込み 

http://www.secomtrust.net/service/ninsyo/gyosei.html 
 

 
【手順】 

 

１．「行政書士電子証明書のお申込み」等のキーワードで任意の検索サイト（Ｇｏｏｇｌｅ

等）から検索をして、上記のページをお探しください。 

２．「お申込みに関する注意事項」以下を同意していただいた上で、ダウンロードシリーズ

の枠内にある赤い丸で囲まれた「＞お申込み」ボタンをクリック。 

３．以降、画面の指示に従って申込フォーム等に必要事項を入力してください。 

４．最後に印刷した利用申込に直筆で署名、実印での捺印。 

５．サービス料金を振込。 

６．必要となる書式一式郵送して完了です。 



北海道行政書士会

会　長 宮元　仁　様

支部名：

会員番号（4桁）：

事務所住所：

氏　名： 　職印

電話番号：

今般、電子証明書G－IDを取得しましたので補助金の支給申請を致します。

　　記

振込先口座

口座名義人

ゆうちょ銀行 記号 番号 　

預金種類 金融機関（ゆうちょ銀行以外）

口座番号 銀行・農協 本店・本所

金庫・信組 支店・支所

(ゆうちょ銀行
又は金融機関

をお選び下さい） 　普通・当座 　　  店番： 　　  　　口座番号：

※補助金の支給は口座振込と致します。

※次の書類をお忘れなく同封してください。
　・必要事項を記載したG―ID利用申込書のコピー　1部
　・利用料金を振込んだ際の「振込控え」のコピー　 1部

※補助金の支給額は5,000円となります。

令和　　　年　　　月　　　日

電子証明書G－ID補助金支給申請書（令和4年度）
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